
 

- 62 - 
 

12 義務教育・高等学校・生涯学習等 

                                （教育委員会事務局） 

 

審議会等の名称 栃木県幼小連携推進会議 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局教育政策課 ℡ 028-665-7215 

設 置 根 拠 等 栃木県幼小連携推進会議設置要綱 

設 置 年 月 日 昭和 56（1981）年８月３日 委 員 数 定数 規定なし 

選任 0 名（選任中） 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、小学校の連携の在り方に

関する協議 

 

審議会等の名称 いきいき栃木っ子 3あい運動推進連絡協議会 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局教育政策課 ℡ 028-623-3360 

設 置 根 拠 等 「いきいき栃木っ子 3 あい運動」推進要綱 

設 置 年 月 日 昭和 62（1987）年４月１日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 規定なし 

選任  0 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 「いきいき栃木っ子 3 あい運動」の効率的かつ総合的な推進を図るた

めの諸方策の検討及び連絡調整 

 

審議会等の名称 栃木県いじめ問題対策委員会 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局学校安全課 ℡ 028-623-3359 

設 置 根 拠 等 栃木県いじめ問題対策委員会条例 

設 置 年 月 日 平成 26（2014）年 10 月 15 日 委 員 数 定数  7 名以内 

選任  7 名 

公 開 ・ 非 公 開 非公開 

審 議 事 項 等 １ 県立学校におけるいじめの防止等のための対策に関する審議 

２ 県立学校からのいじめの報告に係る事案のうち、教育委員会が必

要であると判断したものについての調査 

３ 県立学校に係る重大事態についての調査 

 

 

 

 

 



 

- 63 - 
 

審議会等の名称 栃木県交通安全教育推進協議会 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局学校安全課 ℡ 028-623-2964 

設 置 根 拠 等 栃木県交通安全教育推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 昭和 47（1972）年６月５日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 27 名 

選任  0 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 交通安全教育の教育内容及び教育方法に関すること 

２ 交通安全教育のための施設、設備及び教材、教具の充実に関するこ

と 

３ 交通道徳高揚のための具体的方策の樹立並びに推進に関すること 

４ 交通安全教育の指導者養成に関すること 

５ その他、交通安全教育の徹底を図るための必要な事項に関すること 

 

審議会等の名称 高校生の登山のあり方等に関する検討委員会 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局学校安全課 ℡ 028-623-2964 

設 置 根 拠 等 高校生の登山のあり方等に関する検討委員会設置要綱 

設 置 年 月 日 令和元（2019）年９月 10日 委 員 数 定数 12 名 

選任 12 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 高校生の登山のあり方に関すること 

２ 高校生の登山の安全確保に関すること 

３ 「那須雪崩事故を教訓とした学校安全のための取組」の実施状況及び

その検証・改善に関すること 

４ その他検討委員会が必要と認める事項に関すること 

 

審議会等の名称 栃木県教科用図書選定審議会 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局義務教育課 ℡ 028-623-3389 

設 置 根 拠 等 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律・施行令・栃木県

教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例 

設 置 年 月 日 昭和 39（1964）年４月１日 委 員 数 定数 16 名 

選任 16 名 

公 開 ・ 非 公 開 部分公開 

審 議 事 項 等 １ 各市町教育委員会及び義務教育諸学校（公立の義務教育諸学校を除

く）の校長の行う教科用図書採択に関する事務についての県教育委員

会の指導、助言又は援助に関する事項 

２ 県立義務教育諸学校において使用する教科用図書の調査・研究に関

する事項 
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審議会等の名称 栃木県産業教育審議会 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局高校教育課 ℡ 028-623-3382 

設 置 根 拠 等 産業教育振興法 

栃木県産業教育審議会条例 

設 置 年 月 日 昭和 27（1952）年４月９日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任 10 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 産業教育の振興に関する総合計画を樹立する 

２ 産業教育に関する教育内容・方法の改善を図る 

３ 産業教育に関する施設・設備の整備・充実を図る 

４ 産業教育に従事する教員・指導者の現職教育・養成の計画を樹立し、

及びその実施を図る 

５ 産業教育の実施について産業界との協力を促進する 

 

審議会等の名称 定通教育振興協議会 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局高校教育課 ℡ 028-623-3382 

設 置 根 拠 等 定通教育振興協議会要綱 

設 置 年 月 日 平成 10（1998）年 11 月５日 

必要の都度設置 

委 員 数 定数 規定なし 

選任  0 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 社会の変化に対応した定時制・通信制教育の在り方について 

 

審議会等の名称 栃木県教育支援委員会 附属機関以外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局特別支援教育課 ℡ 028-623-3381 

設 置 根 拠 等 栃木県教育支援委員会設置要綱 

設 置 年 月 日 昭和 51（1976）年４月 30 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 17 名 

公 開 ・ 非 公 開 部分公開 

審 議 事 項 等 障害のある子どもの教育支援に必要なこと 
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審議会等の名称 栃木県社会教育委員会議 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局生涯学習課 ℡ 028-623-3404 

設 置 根 拠 等 社会教育法 

栃木県附属機関に関する条例 

栃木県社会教育委員の定数及び任期に関する条例 

設 置 年 月 日 昭和 27（1952）年 12 月 1 日 委 員 数 定数 20 名以内 

選任 16 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 社会教育に関する諸計画を立案すること 

２ 教育委員会の諮問に応じ、意見を述べること 

３ 必要な研究調査を行うこと 

４ 教育委員会の会議に出席して社会教育に関して意見を述べること 

 

審議会等の名称 栃木県立図書館協議会 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局生涯学習課 ℡ 028-622-5111 

設 置 根 拠 等 図書館法 

栃木県立図書館協議会に関する条例 

栃木県立図書館協議会運営規則 

設 置 年 月 日 昭和 37（1962）年４月１日 委 員 数 定数 10 名以内 

選任 10 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 図書館の運営に関し館長の諮問に応じること 

２ 図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べること 

 

審議会等の名称 栃木県生涯学習審議会 附属機関 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局生涯学習課 ℡ 028-623-3408 

設 置 根 拠 等 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 

栃木県生涯学習審議会条例 

設 置 年 月 日 平成４（1992）年 4月 1日 

（休会中） 

委 員 数 定数 20 名以内 

選任  0 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項の調査審

議 
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審議会等の名称 栃木県読書活動推進協議会 附属機関以

外 

事 務 局 担 当 課 教育委員会事務局生涯学習課 ℡ 028-623-3404 

設 置 根 拠 等 栃木県読書活動推進協議会設置要綱 

設 置 年 月 日 令和４(2022)年４月 26日 委 員 数 定数 規定なし 

選任 13 名 

公 開 ・ 非 公 開 公開 

審 議 事 項 等 １ 「栃木県読書活動推進計画」の策定に関すること 

２ 読書活動の推進に向けた施策に関すること  

３ その他読書活動の推進に必要な事項に関すること 

 

 

 

 

 

  


